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職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
施
行
に
伴
う
関
係
職
員
の
人
事
異
動
の
取

扱
い
に
関
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
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の
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い
に
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こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
現
に
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
平
成
二
十
年

広
島
県
規
則
第
二
十
七
号
。
以
下
「
改
正
規
則
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す

る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
広
島
県
規
則
第
百
七
号
）
に
よ
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
に
あ
る
者
（
部
長

又
は
技
師
に
あ
っ
て
は
、
県
立
病
院
に
所
属
し
医
療
職
給
料
表
㈠
の
適
用
を
受
け
る
者
に
限
る
。
）
は
、
別

に
辞
令
を
発
せ
ら
れ
な
い
限
り
、
改
正
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
に
よ
る
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
職
に
名
称
変
更
す
る
。 
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局
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部
長 

主
任
部
長 

医
長 

部
長 

技
師 

医
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こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


